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 佐賀県選挙管理委員会告示第 10 号 

 公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 161条第１項第３号の規定により、

公職の候補者（衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同

時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のも

のを除く。）、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等が個人演説会、政党演

説会又は政党等演説会を開催することができる施設として指定した次の施設に

ついて、その施設を廃止した旨、小城市選挙管理委員会から報告があった。 

  平成 25年４月 12日 

       佐賀県選挙管理委員会委員長  松  尾  紀  男    

施設の名称 施設の所在地 

小城市三日月農村環境改善センター 小城市三日月町長神田 2312番地６ 

 


